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Ⅰ 事案の経過                                  
  平成 30年度に松川町が実施した小学校２校、中学校１校のエアコン設置工事に係る
指名競争入札において、談合等の不正行為があり町が損害を被ったとして、住民グルー
プから令和元年12月 12日付で住民監査請求が起こされた。 
松川町監査委員は、令和２年１月 14日付で本請求を不適法として却下した。 
その後１月 20 日付で、同グループから松川町長に対し、上記入札時に落札業者が提
出した工事費内訳書に不審な点があり、町の工事設計金額が漏えいしていることを指摘
し、町の見解を求める質問状が送付された。 
町としても、指摘された不審点は、極めて不自然であると受け止め、町長の指示を受
け、副町長が中心となり談合等の不正行為の有無に関する調査を実施した。 
なお、本件は住民監査請求の却下を受けて、長野地方裁判所に住民訴訟が提起され、
現在係属中となっている。 

Ⅱ 調査内容                                   
１ 調査目的 
   平成 30 年度に執行した３件の町立小・中学校のエアコン設置工事入札における、
不正行為又は不適切な事務執行の有無に関する事実関係の解明。 

２ 調査対象 
令和元年 12 月 12 日付の住民監査請求（その後住民訴訟が提起）の対象となった
次の事業を対象とした。 
①平成 30年度松川中学校エアコン設置工事（平成 30年１月 23 日入札執行） 
 ※以下「中学工事」という。 

   ②平成30年度松川中央小学校エアコン設置工事（平成30年１月 23日入札執行） 
 ※以下「中央小工事」という。 

   ③平成 30年度松川北小学校エアコン設置工事（平成 30年１月 23日入札執行） 
※以下「北小工事」という。 

   上記工事に係る、設計積算、指名業者選定、工事起案（起工伺）、指名競争入札執
行の各事務に係る関係資料、及び上記の事務に関与した町職員（理事者、退職者含む）、
設計委託業者、入札参加業者等を対象に実施した。 

３ 調査実施体制 
  町長の指示を受け、副町長以下職員による内部調査チームを編成し調査を実施した。 
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   調 査 者 久保友二（副町長）
   補助職員 田中学（総務課長）、下井昭二（こども課長）
        佐々木保（まちづくり政策課係長） 

４ 調査方法 
 （１）関係資料の分析 
    エアコン設置工事に係る設計図書、予定価格調書、入札書、工事費内訳書等を分

析し、不正・不適切な行為の有無を確認。 

 （２）関係者からの聞き取り調査等 
   ア 業者調査（令和２年２月５日 ３月 26日） 

設計委託業者、入札参加業者等から面接による聴取 
   イ 職員調査（令和２年１月30日 ２月 17日） 
     ・当時の理事者、事務担当者、業者選定委員（課局長）から面接による聴取 
     ・担当職員以外の各課局の正規職員全員に書面調査 

Ⅲ 調査の状況                                   
１ 関係資料の分析等調査 
 （１）エアコン設置工事の経過 

小・中学校エアコン設置工事に係る契約までの経過は以下の通り。 
【表１】 
H30 年 
10 月 16日 

・エアコン設置工事実施設計業務委託入札を行い、設計委託業者決定 
中学工事 Ｇ社、中央小工事 Ｈ事務所、北小工事 Ｉ事務所

17日 
22 日 

・実施設計業務委託契約締結 
・町の委託業務仕様書において、機器の能力計算設定、形状、単価算出方
法等を３校で合わせるよう指示 

11 月 ・こども課から、設計業者に概算設計金額の提出を指示（11/12） 
指示を受け各設計業者が工事費概算書提出（11/19） 
・こども課がエアコン設置工事に係る事業費見積、補正予算案作成 

12 月 4日 
20 日 

・12月議会に３校のエアコン設置工事費に係る補正予算案提出 
・補正予算可決成立 

12 月 28日 ・３校のエアコン設置工事に係る実施設計業務完了 
・３校のエアコン設置工事の起工伺 
設計図書は設計委託業務の成果品をそのまま使用
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H31 年 
１月４日 

・業者選定委員会開催 
３校の工事共通で６者を指名業者に選定 
   総合建設業２社 A、F 
   特定建設工事共同企業体（以下「JV」という）４者 

B(b1 社+b2社)、C(c1 社+c2社)、D(d1 社+d2社)、 
E(e1 社+e2社) 

 入札は①中学工事、②中央小工事、③北小工事の順で、落札者は次入札
に参加できない一抜け方式を採用

１月７日 ・指名通知発出 

1 月 23日 ・３校の工事入札実施 
①中学工事 
応札６者 A【落札】、B、C、D、E 、F 
落札額 83,700,000 円 
②中央小工事 
応札５者 B【落札】、C、D、E 、F 
落札額 69,120,000 円 
③北小工事 
 応札４者 C【落札】、D、E、F 
落札額 41,040,000 円

１月 25日 
1 月 29日 

・北小工事契約締結 
・中学工事及び中央小工事契約締結（議会議決） 

（２）事業費の推移 
   エアコン設置事業が進められる過程で、入札までの間、事業費が次表の通り変動
している。 

   なお、設計委託業務の成果品として提出された設計金額がそのまま町の設計金額
として採用され、その設計金額と同額の予定価格が設定されていた。 
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（３）入札・契約事務の流れ 
  本件工事入札に係る関係課の事務の流れは次表の通りである。 
  【表３】 

時  点 事務担当課等
こども課（学校教育係） 
《事業主管課》

まちづくり政策課（企画財政係） 
《入札事務担当課》

H30年 
12月 

・指名業者の選定案作成 
 企画財政係担当者に電子メー
ルで提出

・入札指名業者選定調書（案） 
作成

12月 
28日 

〇起工伺（設計書添付） 
・決裁回議 
担当者→課長→教育長→副町
長→町長（→係員→担当者） 
・決裁後、起工伺、金抜き設計書
を企画財政係に提出

（起工伺は契約締結まで保管） 

H31 年 
１月４日 

 〇業者選定委員会開催 
 委員 副町長、全課局長
 ３工事共通６者を指名業者に 
選定
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・入札指名業者選定調書作成 
（押印 町長、副町長、委員）

７日  ・指名通知発出 
（金抜き設計書同封）

  〇予定価格調書作成・保管 
町長が記入、企画財政係で保管

23日  〇入札・落札者決定 
 応札者は入札書及び工事費内訳 
書提出

25日 〇北小工事契約締結
29日  

・契約締結後、起工伺ほか関係書
類一式が返戻される

〇中学工事及び中央小工事契約締
結（議会議決） 

＊特に注記のない事務は３校の工事に共通する記載。 

（４）予定価格等情報漏洩の可能性 
 ・ 本件工事では、町が設計積算を外部の設計事務所に委託し、委託業者が作成し
た設計書（事業費積算）をそのまま町の設計書としている。なお、町には委託業
者から提出された設計書をチェックすることができる建築工事関係の専門知識
を持った職員がおらず、従来から上記のような取り扱いが行われていた。 

   ・ 平成 26年度に公共工事の「適正化指針」が改正され、予定価格の設定に関し
ていわゆる「歩切り」が禁止されたことを受けて、平成 27年度以降松川町の工
事では、設計金額と同額の予定価格が設定されており、本件工事入札でも同様で
あった。 

   ・ 結果として、３件工事とも設計委託業者の設計金額、町の設計金額、予定価格
が同額となっており、直接予定価格を知らなくても、町の建築工事執行の流れを
承知している者が設計金額を把握していれば予定価格を推測することが可能で
あった。 

   ・ 本件工事の事務の流れの中で、設計金額・予定価格等を知ることができたと思
われる職員、関係者は次の通り。 

     ◇委託業者の設計金額 設計委託業者、こども課長及び担当職員、教育長 
副町長、町長 

     ◇町の設計金額 こども課長及び担当職員、教育長、副町長、町長
             まちづくり政策課長及び担当職員、業者選定委員会委員 
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＝課局長（選定調書記載の税抜総額のみ） 
     ◇予定価格 町長、まちづくり政策課担当職員

※上記の他「歩切り」禁止を承知している課局長等は推測可能 

 （５）入札結果・落札率の分析 

   ・ 各工事とも、１回目の入札で落札者が決まっている。 
   ・ 中学工事においては、落札率が 98.8％で、入札参加６者中４者の入札金額が

予定価格を下回り、最低額（落札額）と次点との差が400千円、最低額と最高額
との差は2,300 千円（対予定価格比率 2.9％）である。 

・ 中央小工事においては、落札率が97.9％で、入札参加５者中５者の入札金額が
予定価格を下回り、最低額（落札額）と次点との差が500千円、最低額と最高額
との差は1,300 千円（対予定価格比率 2.0％）である。 
・ 北小工事においては、落札率が99.4％で、入札参加４者中１者の入札金額が予
定価格を下回り、最低額（落札額）と次点との差が 1,000千円、最低額と最高額
との差は1,400 千円（対予定価格比率 3.7％）である。 
・ 各工事の入札結果を分析した結果、落札額と次点以下の入札金額がかけ離れて
いたり、入札金額が落札者の入札金額に対して一定額（割合）の差になっている
等の不自然さは確認できない。 
・ 近隣の飯田市が公表している、小中学校 14校のエアコン設置に係る平成 30年
度空調設備（電気・機械）工事入札の平均落札率は、97.4％となっている。また、
南信州地域の県立高校・養護学校のエアコン設置に係る平成 30 年度空調設備工
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事入札の平均落札率は、99.4％となっており、松川町の落札率が異常値とは言え
ない。 
 ※別添【表７】参照 

 （６）工事費内訳書の分析 
   ・ 平成 27年 4月以降、国の法改正を受けて町の建設工事入札では、入札書と共

に工事費内訳書の提出を義務付けており、本件工事でも入札書に工事費内訳書を
添付させている。 

   ・ 工事費内訳書については、町があらかじめ参考様式として設計図書の工事費内
訳の総括表に相当する記載事項を示しており、本件工事の入札においてもこれに
沿った工事費内訳書が提出されている。 

   ・ 本件工事に関する町の設計書と入札参加業者から提出された工事費内訳書を比
較分析したところ、次の通り不自然な点が判明した。 

    ※別添【表５－①、②、③】参照 

    ① 直接工事費は建築工事、電気設備工事、機械設備工事の３工種で構成される
が、中学工事を応札した３者（C社（JV）、D社（JV）、E社（JV））の工事費
内訳書では、電気設備工事と機械設備工事の２工種で、それぞれの工種ごとの
町の設計金額と工事費内訳書の金額の差の比率（工事費内訳書／町設計書）が
同率となっている。 

    ② 北小工事の入札でも、同じ３者（C社（JV）、D社（JV）、E社（JV））の工
事費内訳書で、建築工事、電気設備工事と機械設備工事の３工種で、それぞれ
の工種ごとの町の設計金額と工事費内訳書の金額の差の比率（工事費内訳書／
町設計書）が同率となっている。 

    ③ 中学工事、中央小工事の入札で応札したB社（JV）の工事費内訳書で、電気
設備工事及び機械設備工事の記載金額と町の設計額との乖離が著しい。 

（７）工事費内訳書の積算資料 
  ・ 調査の過程で、入札参加業者に工事費内訳書の金額を積算した資料の提供を依

頼し、次の者から任意で資料の提出を受けた。なお、下記以外の者からは既に該
当する資料を廃棄済みとの回答を受けた。 

    ◇中学工事 A 社、B社（JV）、E社（JV） 
    ◇中央小工事 B社（JV）、E社（JV） 
    ◇北小工事 C社（JV）、E社（JV） 
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・ 町の設計書と任意提出された工事費の積算資料を比較分析したところ、次の通
り不自然な点が判明した。 

   ① B 社（JV）の中学工事積算資料中、電気設備工事の一部積算単価に異常値（町
設計単価の６倍 42倍）がみられる。 

   ② C 社（JV）の北小工事積算資料中、多くの項目で積算単価が町の設計の積算
単価と同額になっている。 

   ③ E 社（JV）の中学工事及び北小工事積算資料中、多くの項目で積算単価が町
の設計の積算単価と同額になっている。 

２ 業者調査（聞き取り調査） 
（１）設計委託業者等 
  本件工事については、実施設計委託業務を指名競争入札により発注し、中学工事 
Ｇ社、中央小工事 Ｈ事務所、北小工事 Ｉ事務所が業務を受託している。
このため、上記の設計委託業者に対し、情報漏洩の有無等について面接による聞き
取り調査を実施した。 
《主な聴取結果》 
 ・ ３者とも、不正・不適切な行為への関与を否定し、情報漏洩の可能性にも心当
たりがない旨回答した。 

 ・ 設計業務委託の仕様書で、機器の能力計算設定や形状、単価算出方法等につい
て３校の設計内容を合わせるよう指示がでていた。そのため、中学工事の設計委
託業者G社から、中央小工事の設計委託業者H事務所、北小工事の I事務所に情
報提供や助言が行われ、エアコン本体やキュービクル（高圧受変電設備）等主要
な機器の見積単価査定率は統一された。しかし、３者とも最終的な設計積算の結
果（設計金額）を３者間で共有することはなかったと答えている。 

  ・ 中学工事（G社に委託）及び北小工事（Ｉ事務所に委託）の設計業務において、
電気設備工事費は、各設計委託業者（G社、Ｉ事務所）が電気設備工事の専門業
者J社から見積書を徴取し、そのまま設計積算に反映させていることが判明した。
なお、J 社は３校全ての工事の施工段階で、下請け業者として電気設備工事を担
当している。 

・ 指名業者（入札参加者）から設計委託業者への事前接触の有無については、北
小工事の設計委託業者 I事務所に指名業者 C社（JV）が指名のあいさつに来てい
ることが判明。しかし、I事務所、C社（JV）ともに設計情報の漏洩については否
定している。 
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（２）入札参加業者 
本件工事に係る指名競争入札について、不正行為等の疑いがもたれていることから、
落札・請負業者に留まらず全ての入札参加業者に対し、談合や情報漏洩の有無、資料
分析で判明した不審点等について面接による聞き取り調査を実施した。 
《主な聴取結果》  ※別添【表６】参照 
ア JV 組成について 

  ・ 本件工事では、４者が JV を組んで入札の指名を受けており、いずれも松川町
内の管工事業者と町内業者より規模の大きい飯田市内の管工事業者の組み合わ
せとなっている。 

  ・ 学校施設へのエアコン設置工事が始まる情報を受けて、町内の管工事組合が町
に対して町内業者への発注を陳情した際、町側から、施工能力面で町内業者単独
では指名が困難で、施工能力の高い業者との JV を組めば指名の可能性がある旨
示唆された。 

  ・ 入札にあたって事業費の積算や入札金額の決定は、すべての JV において飯田
市の管工事業者側で行っていた。 

  イ 工事費の積算方法 
   ・ 工事費見積の際の積算単価は、各社とも機器メーカーや工事業者からの見積、

国等の公表単価、自社単価に基づいて積算している。 
   ・ 総合建設業のA社と F社は、全工種で自社積算しているが、それ以外の入札参

加業者（B社（JV）、C社（JV）、D社（JV）、E社（JV））は、設備工事は自社積
算だが、建築工事、電気設備工事は専門の工事業者に依頼した見積に依存してい
る部分が多いと答えている。 

   ・ 特に電気設備工事については、C社（JV）、D社（JV）、E社（JV）が電気設備
工事の専門業者 J社の見積をもとに積算したと回答した。 

  ウ 工事費内訳書の不審点 
   ・ 前述「１―（６）工事費内訳書の分析」で判明した町設計書と工事費内訳書と

の工事費の差に関する不自然な一致点（点線枠内①、②）に関して、該当するC
社（JV）、D社（JV）、E社（JV））から事情を聴いた。 

・ ３者とも適切に積算した結果の金額を工事費内訳書に記載したと回答し、不正
を否定した。 

   ・ なお、一部の者からは、同時期行われていた他の自治体の学校施設の入札結果
の分析や、公表単価、見積単価もある程度予測できることから、工事費の積算結
果が町の設計金額に近づくよう努力をしているという説明があった。 
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   ・ 前述「１―（６）工事費内訳書の分析」で判明した、町設計書と工事費内訳書
との工事費の著しい乖離（点線枠内③）について、B社（JV）から事情を聴いた。 

   ・ B 社（JV）からは、工事費内訳書を作成した事務員が電気設備工事費と機械設
備工事費を取り違えて記入したものをチェックせず提出したとの回答があった。 

   ・ なお、前述「１―（７）工事費内訳書の積算資料」で判明した積算単価の不自
然な点（点線枠内①、②、③）に関する聴取結果は、21ページ【表 6】中、B社
（JV）、C社（JV）、E社（JV）の「◆工事費積算資料（任意提出）について」に
記載のとおり。 

 エ 不正・不適切な行為への関与 
・ 談合への関与や予定価格等の情報漏洩等不正・不適切な行為への関与の有無に
ついて聴取したが、全ての入札参加業者が不正・不適切な行為への関与を否定し
た。また、談合行為等に関する情報も聞いたことがないと答えた。 

   ・ 設計委託業者や指名業者（入札参加業者）間の事前接触の有無については、C
社（JV）が北小工事設計委託業者 I事務所に指名のあいさつに行っていることが
判明したが、設計金額等の情報取得は否定している。 

   ・ 役場職員等関係者から事前に予定価格等の情報提供があったかを聞いたところ、
すべての者が否定した。 

（３）その他関係者 
設計委託業者及び入札参加業者が、電気設備工事に係る見積を依頼していたこと 
が判明した、電気設備工事の専門業者 J 社に対し面接による聞き取り調査を実施し
た。 
 ・ J 社は、各学校工事の設計委託業者３者（Ｇ社、Ｈ事務所、Ｉ事務所）と、一部
の 入札参加業者（B社（JV）、C社（JV）、E社（JV））に電気設備工事の見積書
を提出したと回答。また、各学校工事で設計委託業者と入札参加業者に提出した
見積書はほぼ同じ内容であったと答えている。 

  ・ なお、J 社が見積書を提供したとする業者のうち、Ｈ事務所は提供を受けたこ
とを否定しており、H事務所が担当した中央小工事の設計書からは J社の見積書
をそのまま設計積算に反映した形跡は認められなかった。 

３ 職員調査（聞き取り・書面調査） 
   本件工事に係る設計金額、指名業者、入札予定価格の情報に接していたと考えられ
る、当時の理事者、担当職員、業者選定委員会委員（課局長）から面接による聞き取
り調査を実施した。 



11 

   また、直接事務に関与していない職員には書面による調査を実施した。 
（１）理事者 
   理事者（町長、副町長、教育長）は小・中学校へのエアコン設置事業全般に関与、
また、町長は入札の予定価格の決定者、副町長は業者選定員会の委員長でもある。 
《主な聴取結果》 

  ア 町長（本件入札当時、退職済） 
   ・ 本件工事は事業規模的に町内業者へ単独発注が難しく、JV 組成の必要性を感

じていたが、指名業者の選定に関して自身の関与を否定した。 
   ・ 設計書が起工伺に添付されており、決裁者の町長は設計書の内容を知りうる立

場にあったが、自身は設計書の中身を見ていないと答えた。 
・ 入札の予定価格は設計金額と同額を記入した。県からの指示で「歩切り」が禁
止され、本件入札より以前から設計金額と同額にしていたと回答した。 

   ・ 入札情報の漏洩等不正・不適切な行為への関与を否定。また、入札前に指名業
者からの接触や、談合等の情報もなかったと回答した。 

  イ 副町長（本件入札当時、退職済） 
   ・ 副町長は、本件工事に係る業者選定委員会の委員長であるが、指名業者選定に

関し町長からの指示等はなかったと答えた。 
・ 設計書が起工伺に添付され、副町長は設計書の内容を知りうる立場にあったが、
自身は設計書の中身を見ていないと答えた。 
・ 入札情報の漏えい等不正・不適切な行為への関与を否定。また、入札前に指名
業者からの接触や、談合等の情報もなかったと回答した。 

  ウ 教育長 
   ・ 実務上指名業者の選定に関与していないと回答した。 

・ 設計書が起工伺に添付され、教育長は設計書の内容を知りうる立場にあったが、
設計書の中身は承知していないと答えた。 
・ 入札情報の漏えい等不正・不適切な行為への関与を否定。また、入札前に指名
業者からの接触や、談合等の情報もなかったと回答した。 

（２）事業担当 
教育委員会こども課が本件工事の事務執行を担当しており、当該事務に関与したこ
ども課長（当時、退職済）及び学校教育係職員２名（ａ係長、ｂ係員）から聴取。 
《主な聴取結果》 
 ア こども課長（当時、退職済） 
   ・ 町内の管工事組合から町内業者を指名するよう要望があったが、工事規模の面
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で町内業者単独の指名は困難で施工能力の高い町外業者とＪＶを組めば指名の
可能性がある旨の話をしている。 

   ・ 指名業者の選定案はこども課長と担当職員（ａ係長）が相談して決めた。ＪＶ
の届出のあった業者５者（JV）のうち、資格の無い１者（JV）を除く４者（JV）
と、町内で実績のある総合建設業２社を入れた。具体的な業者の選定について町
長等から指示はなかった。 

・ 実施設計の委託業者が決まった段階で、町側から各学校のエアコン機器を同じ  
メーカーに統一したり、機器単価の査定率をそろえる等、連携して進めるよう指
示した。 

 ・ 工事費を予算措置するため、設計業務の途中で概算設計金額を設計委託業者に
提出させたが、その際町長（当時）から委託業者に事業費の圧縮を依頼した。 

   ・ 役場には専門的知識を持つ職員がいなかったので、委託業者の設計書（成果品）
を変更せずそのまま町の設計書にした。 

   ・ こども課長は、入札情報の漏えい等不正・不適切な行為への関与を否定。また、
入札前に指名業者からの接触や、談合等の情報もなかったと回答した。 

 イ 学校教育係職員 
  ・ 設計委託業者間で３校のエアコン機器の設計単価を合わせるよう指示した。業

務の進み具合が速かった設計委託業者Ｇ社に対し、他のＨ事務所、Ｉ事務所に助
言するよう依頼した。 

   ・ Ｈ事務所、Ｉ事務所は設備設計に詳しくないようだったが、設計委託業者から
業務の外注（再委託）の申し出はなかった。 

  ・ 工事設計書（金入）は、設計委託業者から提出された後、まちづくり政策課に
引継ぐまでの間（12 月 28 日 １月４日）、担当職員（ａ係長）の机上で保管し
ていた。 

   ・ 起工伺決裁後、設計書を含む書類一式をまちづくり政策課に引継いだが、入札
前に設計書（金入）の一部をコピーして担当職員（ａ係長）が事務に使っていた。 

・ 起工伺が回議されるｂ係員は、設計書の内容を知りうる立場にあったが、設計
金額の内訳は承知していないと答えている。 
・ 担当職員（ａ係長及びｂ係員）は、入札情報の漏えい等不正・不適切な行為へ
の関与を否定。また、入札前に指名業者からの接触や、談合等の情報もなかった
と回答した。 

 （３）入札事務担当課 
   まちづくり政策課（企画財政係）が業者選定委員会の事務局及び入札事務の執行を
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担当しており、当該事務に関与したまちづくり政策課長（当時、退職済）及び企画財
政係職員２名から聴取。 
《主な聴取結果》 

   ・ 起工伺の決裁後、入札、契約締結が終了するまで、設計書を含む関係書類一式
は、こども課からまちづくり政策課が引き継ぎ保管していた。 

・ 業者選定委員会で決定後の入札指名業者選定調書も同様にまちづくり政策課が 
保管。保管場所は課内の施錠されていないキャビネットだった。 

   ・ まちづくり政策課職員が入札期日ごとに、入札実施する工事名・設計金額、最
低制限価格を記載した一覧表を作成し、予定価格調書（未記入）とともに町長に
渡す。町長が予定価格・最低制限価格を手書きで記入した後、密封をして入札期
日までまちづくり政策課が保管していた。 

・ 担当職員は入札情報の漏えい等不正・不適切な行為への関与を否定。また、入
札前に指名業者からの接触や、談合等の情報もなかったと回答した。 

 （４）業者選定委員会 
   町の業者選定委員会は副町長が委員長で課局長（10 名）が委員となり構成されて
いる。前述の副町長、まちづくり政策課長（入札担当）、こども課長（事業担当）を除
く委員８名から聴取。 
《主な聴取結果》 

   ・ 本件工事入札に係る業者選定案は、選定委員会において特に異論なくこども課
の案通り決定された。 

   ・ 選定委員会の審議に付される入札指名業者選定調書（案）には、工事ごとの設
計金額（税抜千円単位）及び業者名が記載されており、委員はその調書（案）を
見て審議する。 

   ・ 当時、多くの委員は、いわゆる「歩切り」が禁止されているとの認識のもと、
設計金額が結果として予定価格になっていることを承知していた。 

   ・ 大部分の委員（11人中 10人）は、業者選定委員会にかけられた入札指名業者
選定調書（案）を審議後もファイル等に綴って課局のキャビネット等に保管して
いた。 

   ・ 全ての委員が、業者の指名に関し工事業者から委員に対する接触や働きかけは
なかったと回答した。 

・ 全ての委員が入札情報の漏えい等不正・不適切な行為への関与を否定。また、
入札前に指名業者からの接触や、談合等の情報もなかったと回答した。 
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 （５）書面調査 
事情聴取対象職員を除く各課局（本庁及び生涯学習課）の全正規職員（77 人）を 
対象に、不正・不適切行為に関する書面調査を行った。 
・ 調査対象の３件のエアコン設置工事入札に関して不適切な行為を見たり聞いた 
りしたことがあるかとの質問に対し、全員がそのような事実がないと回答した。 
・ また、調査対象工事以外でも町の入札に関して、不正・不適切行為を見聞きし
たことがあるか聞いたところ、全員がそのような事実がないと回答した。 

Ⅳ 調査結果                                   
１ 予定価格等の情報漏洩について 
（１）職員からの情報漏洩 
  ・ 理事者、退職者を含む関係職員への対面による聞き取り調査及びその他職員へ

の書面調査、入札参加業者からの聞き取り調査の結果、職員による不正行為への
関与や情報漏洩の事実は確認できなかった。 

 ・ しかし、実態として、町の設計金額と予定価格が同額となっており、工事事務
や入札事務の経験者であれば、直接予定価格を知らなくても、設計金額を承知し
ていれば予定価格を推測することが可能であった。 

 ・ 設計金額は起工伺だけでなく入札指名業者選定調書（案）に記載されており、
入札期日までの間、これらの書類が厳格に管理されていたとは言い難く、役場内
からの情報漏洩の可能性は否定できない。 

（２）設計委託業者からの情報漏洩について 
  ・ 設計委託業者に対する聞き取り調査及び入札参加業者からの聞き取りの結果、

設計委託業者から設計金額に関する情報が漏洩した事実は確認できなかった。 
・ 中学工事及び北小工事の設計委託業務では、直接工事費のうち電気設備工事費
の積算が電気工事の専門業者 J 社の見積書をそのまま使って積算されているた
め、入札参加業者が入札金額を積算する際 J社から見積を取って電気設備工事費
を積算していれば、電気設備工事費の金額が町の設計金額と同額又は極めて近い
金額になることが推測される。 

  ・ なお、上記２工事の設計委託業者から、契約約款に基づく設計業務の一部を第
三者に委任又は請け負わせることの申出はなされていない。 

２ 不正行為について 
関係資料の分析及び入札参加業者に対する聞き取り調査の結果、談合等の不正行為
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が行われた事実は確認できなかった。 

３ 調査の過程で判明した情報漏洩等の疑い 
（１）予定価格 
・ ３件の工事とも設計委託業者が提出した設計金額、町の設計金額、予定価格が
同額となっており、結果として、直接予定価格を知らなくても、町の予定価格決
定の仕組みを承知している者であれば、設計金額から予定価格を推測することが
可能であった。 

   ・ 本件工事の事務の流れの中で、設計金額を知ることができた職員等が相当数お
り、また、起工伺の起案から入札執行までの間、設計金額が記載された書類（起
工伺、設計図書、入札指名業者選定調書）の管理も厳格に行われていなかったた
め、設計金額（予定価格）が外部に漏れた可能性を否定できない。 

（２）入札金額 
   ・ 本件工事の落札率は 97.9％ 99.4％で、町が発注する土木工事等と比べ高い

傾向にあると言えるが、同時期に行われた他の自治体の学校施設へのエアコン設
置工事入札と比較すると異常に高いとまでは言えない。 

（３）設計金額 
・ 中学工事入札及び北小工事入札を応札した３者（C 社（JV）、D社（JV）、E 社
（JV））の工事費内訳書で、直接工事費を構成する各工種（中学工事２工種、北小
工事３工種）で、それぞれの工種ごとの町設計金額と工事費内訳書記載金額との
乖離率（工事費内訳書／町設計書）が同率となっている。なお、上記３者は町の
設計情報の入手を否定している。 
・ C 社（JV）の北小工事積算資料及び E社（JV）の中学工事及び北小工事積算資
料中、多くの項目で積算単価が町の設計の積算単価と同額になっている。なお、
上記２者は町の設計情報の入手を否定している。 
・ 中学工事及び北小工事における電気設備工事部分の町設計内容と、C 社（JV）
及び E社（JV）の電気設備工事部分の積算内容が、電気工事専門業者 J社から提
出された同一内容の見積に基づいていたことが判明している。 
・ 入札参加業者からの聞き取りでは、積算における単価設定は、国や自治体等の
公表単価、市場単価、見積単価、自社が蓄積している単価によっており、同じ業
者が見積もることもあるので、設計者の単価設定と同額、近似することはありう
るという発言もあった。 
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・ また、同時期に近隣の市町村でも、多くの学校施設でエアコン設置工事が発注
されており、各業者にはこれらの工事に係る積算や入札の情報が蓄積されていて、
かなり正確に自治体の設計金額を予測することが可能という発言もあった。 
・ このような事情を踏まえても、前述のように、複数の工種で町積算と同一の乖
離率が複数入札者の工事費内訳書で生じている状態は不自然な現象であり、複数
の入札参加業者が町の設計金額の内訳に関する情報を事前に入手していた可能性
を否定できない。 

Ⅴ 今後の対応について                              
１ 公正取引委員会への通報について 
   調査の結果、情報漏洩や不正行為の疑いのあることが判明したが、すべての関係者
が不正・不適切な行為を否定しており、町が行う強制力の無い任意の調査ではこれ以
上の事実解明は困難である。 

   公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の規定では、地方公
共団体等の発注機関は入札談合等の行為があったことを疑うに足りる事実があると
きには公正取引委員会に「通知」することが義務付けられている。また、上記「通知」
以外に発注機関から公正取引委員会に対して任意に談合情報の「通報」を行うことも
できる。 

   本件の場合、全ての関係者が談合等の事実を否定しており上記の「通知」すべき事
案とまではいえないが、町による任意の調査を継続して事実を解明することの困難性
を踏まえ、調査権限を持つ公正取引委員会に「通報」することが妥当である。 

２ 入札・契約事務等の適正化について 
  調査の過程で、当町における公共工事の入札・契約制度や公文書等の情報管理の課
題が顕在化している。 
  そのため、事務の適正化を図るため次の取組みを進める必要がある。 
（１）不正行為の予防・防止措置 
   ・ 入札執行前の入札・契約関係書類（起工伺、設計図書、入札指名業者選定調書、

予定価格調書等）の適正管理の徹底 
〈具体的取組〉書類保管場所の施錠、電子データ格納場所のパスワード設定、 

業者選定員会資料の回収、部外者の事務区画への立入禁止 
   ・ 公共工事の入札及び契約関係法令等に関する職員教育 
   ・ 外部から関係職員への働きかけに対する対応マニュアル整備 
   ・ 談合情報を得た場合等の対応マニュアルの整備 
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   ・ 指名停止に関する規定の整備 

（２）適正な設計積算 
   ・ 設計委託における第三者による設計積算等チェックの仕組み導入 
   ・ 工事費内訳書の審査要領の策定 
   ・ 専門性の高い職員を養成する取組み（研修への派遣、技術職採用等） 

（３）入札制度の改善 
   ・ 町内中小事業者の受注機会の確保に配慮した一般競争入札の導入 
   ・ 指名競争入札における指名基準の明確化 
   ・ 郵便入札の活用や電子入札システムの導入検討 
   ・ 入札及び契約の過程に関する情報の公表 
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